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は
じ
め
に

　

洋
の
東
西
、
時
代
の
遠
近
を
問
わ
ず
、
常
と
異
な
る
天
体
現
象
は

人
の
関
心
を
惹
い
て
止
ま
な
い
。
前
近
代
の
人
々
は
、
天
文
（
天
体

現
象
）
と
人
文
（
人
間
世
界
の
出
来
事
）
と
が
密
接
に
連
動
す
る
と

考
え
、
天
の
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
受
け
止
め
た
。
時
に
は
名

君
賢
臣
の
出
世
を
寿
ぐ
瑞
兆
と
し
て
、
し
か
し
大
概
は
不
吉
な
凶
事

の
警
告
と
し
て
、
日
ご
と
夜
ご
と
に
天
を
仰
い
で
は
一
喜
一
憂
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
中
国
流
古
天
文
学
で
は
き
わ
め
て
精
密

に
体
系
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
日
本
で
も
、
と
く

に
古
代
・
中
世
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
文
脈
で
記
さ
れ
た
記
事
が

無
数
に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
を
天
文
学
的
に
検
証
し
て
み
る
と
、

　
　

•　

天
変
と
見
な
し
難
い
現
象
を
天
変
と
称
す
る

　
　

•　

な
ぜ
そ
の
日
に
係
け
た
の
か
、
日
取
り
に
不
審
が
あ
る

　
　

•　

同
じ
現
象
に
対
す
る
判
断
・
評
価
が
異
な
る

な
ど
、
考
察
に
値
す
る
記
事
が
少
な
か
ら
ず
見
受
け
ら
れ
る
。
実
は

そ
の
よ
う
な
記
事
に
こ
そ
、
人
々
が
天
変
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
、

そ
の
思
い
や
考
え
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
視
点

か
ら
筆
者
は
い
く
つ
か
拙
稿
を
物
し
た
こ
と
が
あ
り
、
陰
陽
師
ら
の

勘
申
の
作
意
性
、
ひ
い
て
は
政
事
上
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
的
性
格
、

な
ど
を
指
摘
し
た
。
本
稿
は
、『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
日
蝕
、
月

蝕
、
惑
星
の
変
な
ど
、
天
変
の
種
別
ご
と
に
ま
と
め
た
旧
稿
か
ら
、

殊
に
際
立
っ
て
い
る
記
事
を
選
び
出
し
、
総
集
編
と
し
て
横
断
的
に

検
討
す
る
。
結
果
と
し
て
再
編
集
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど

〈
論　

文
〉

　
　
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
天
変
記
事
を
読
む

　
　
　

―
鎌
倉
武
士
は
天
変
を
ど
う
受
け
止
め
た
か―

 

湯
浅　

吉
美
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も
、
そ
の
点
ご
寛
恕
を
お
願
い
し
た
い
。
無
論
、
よ
り
わ
か
り
や
す

く
整
理
し
て
、
リ
ラ
イ
ト
し
た
つ
も
り
で
あ
る
⑴
。

個
々
の
記
事
の
検
討

　

記
事
の
検
討
に
入
る
前
に
、
い
く
つ
か
例
言
を
記
し
て
お
く
。

　
　

•　
『
吾
妻
鏡
』
本
文
は
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
に
拠
る
。

　
　

•　

 

年
月
日
に
続
く
（　

）
内
に
、
国
史
大
系
本
（
普
及
版
）

の
巻
冊
お
よ
び
頁
を
示
す
。

　
　

•　

 

引
用
本
文
中
の
（　

）
内
は
、
底
本
に
お
い
て
小
字
注
記

で
あ
る
こ
と
を
、
ま
た
〔　

〕
内
は
、
人
名
比
定
な
ど
引

用
者
の
加
え
た
字
句
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す

る
。

　
　

•　

 

適
宜
、
通
行
字
体
に
改
め
た
り
、
明
ら
か
な
誤
脱
を
正
し

た
り
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
注
記
は
し
な
い
。

　
　

•　

 

天
体
の
、
中
国
古
名
か
ら
現
在
呼
称
へ
の
同
定
は
、
大
崎

正
次
『
中
国
の
星
座
の
歴
史
』（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八

七
年
）
に
拠
る
。

　
　

•　

 

五
惑
星
の
古
名
は
、
水
＝
辰
星
、
金
＝
太
白
、
火
＝
熒

惑
、
木
＝
歳
星
、
土
＝
鎮
星
（
陳
星
、
陣
星
、
塡
星
）
で

あ
る
。
煩
を
避
け
て
、
考
察
文
中
で
は
水
金
火
木
土
を
用

い
る
。

　
　

•　

 

天
文
学
的
な
検
証
は
、
日
蝕
・
月
蝕
に
つ
い
て
は
、
渡
邊

敏
夫
『
日
本
・
朝
鮮
・
中
国　

日
食
月
食
宝
典
』（
雄
山

閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
を
、
惑
星
現
象
に
つ
い
て
は
、

斉
藤
国
治
『
国
史
・
国
文
に
現
れ
る
星
の
記
録
の
検
証
』

（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
考
に

し
た
。
ま
た
併
せ
て
、
天
文
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
『
ス
テ
ラ
ナ

ビ
ゲ
ー
タ
』V

er.6.1e

（
ア
ス
ト
ロ
ア
ー
ツ
）
に
よ
る
星

図
を
参
照
し
た
。

　
　

•　

 

天
体
の
間
隔
を
示
す
一
尺
は
、
角
距
離
一
度
（
＝
六
〇

分
）
に
相
当
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
寸
は
角
距
離
六
分

で
あ
る
。「
犯
」
と
は
、
二
つ
の
天
体
が
七
寸
（
四
二

分
）
以
内
に
近
付
く
こ
と
を
い
う
（
一
部
の
天
体
で
は
一

尺
以
内
）。
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【
1
】
建
久
元
（
一
一
九
〇
）・
六
・
一
四
（
②
三
八
六
）

二
位
家
〔
頼
朝
〕
渡
御
小
山
兵
衛
尉
朝
政
之
家
。
御
酒
宴
間
、
白
拍

子
等
群
参
施
芸
。
今
夜
、
依
月
蝕

4

4

4

（
丑
刻
）、
令
止
宿
給

4

4

4

4

云
々
。

　

こ
の
月
蝕
は
皆
既
に
な
る
。
実
際
に
起
こ
る
の
は
夜
半
過
ぎ
、
翌

日
三
時
前
頃
か
ら
欠
け
始
め
る
か
ら
、
記
載
の
と
お
り
丑
か
ら
寅
に

か
け
て
で
あ
る
。
有
力
御
家
人
の
一
人
、
小
山
朝
政
の
家
に
頼
朝
が

出
か
け
、
月
蝕
を
理
由
と
し
て
止
宿
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
白
拍
子

を
集
め
て
酒
宴
を
催
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
深
刻
に
謹
慎
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
月
蝕
の
最
中
に
屋
外
に
い
る
こ
と
を
避
け
た

も
の
だ
が
、
一
面
で
は
止
宿
の
口
実
と
も
な
っ
た
こ
と
を
知
る
。

【
2
】
元
久
元
（
一
二
〇
四
）・
九
・
一
五
（
②
六
二
〇
）

霽
。
将
軍
家
〔
実
朝
〕
去
夜
白
地
入
御
相
州
〔
北
条
義
時
〕
御
亭
。

即
欲
有
還
御
処
、
亭
主
奉
抑
留
給
。
今
夜
依
為
月
蝕

4

4

4

4

、
不
意
亦
御
逗

4

4

4

4

4

留4

。
亭
主
殊
入
興
給

4

4

4

4

4

4

。
其
間
、〔
二
階
堂
〕
行
光
候
座
。
申
云
、
京

極
大
閤
〔
藤
原
師
実
〕
御
時
、
白
河
院
御
幸
于
宇
治
。
擬
有
還
御
、

余
興
不
尽
之
間
、
猶
被
申
御
逗
留
之
由
。
而
明
日
有
還
御
者
、
自
宇

治
洛
陽
当
于
北
、
可
有
方
忌
之
憚
云
々
。
殿
下
御
遺
恨
甚
之
処
、
行

家
朝
臣
引
喜
撰
法
師
詠
歌
、
今
宇
治
非
都
南
、
為
巽
之
由
申
之
。
因

茲
、
其
日
被
止
還
御
云
々
。
今
夕
月
蝕
4

4

、
尤
天
之
所
令
然
也

4

4

4

4

4

4

4

云
々
。

相
州
殊
御
感
云
々
。

　

こ
れ
も
月
蝕
記
事
で
、
夜
半
過
ぎ
、
翌
日
二
時
半
か
ら
三
時
頃
に

皆
既
と
な
る
。
実
朝
が
義
時
亭
に
出
か
け
、
月
蝕
を
理
由
と
し
て
逗

留
し
た
と
い
う
。
そ
の
点
は
【
1
】
と
同
様
だ
が
、
後
半
の
記
述
は

い
か
に
も
幇
間
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
階
堂
行
光
が
白
河
院
の

宇
治
御
幸
の
故
事
を
引
い
て
、「（
今
夜
月
蝕
で
逗
留
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
は
）
も
っ
と
も
天
の
然
ら
し
む
る
と
こ
ろ
」
と
言
い
、
亭

主
義
時
は
大
喜
び
で
感
じ
入
っ
た
。
月
蝕
に
対
す
る
謹
慎
や
忌
避
の

意
識
よ
り
も
、
そ
れ
を
口
実
と
す
る
社
交
の
ほ
う
が
彼
ら
の
胸
中
を

領
し
て
い
る
⑵
。

【
3
】
建
保
二
（
一
二
一
四
）・
八
・
一
五
（
②
七
一
四
）

霽
。
子
剋
月
蝕
4

4

。
正
見
4

4

（
九
分
）。
今
日
、
鶴
岳
放
生
会
也
。
蝕
之

間
、
払
暁
将
軍
家
〔
実
朝
〕
御
出
。
経
会
舞
楽
早
速
被
遂
行
也
。
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こ
れ
は
部
分
月
蝕
の
記
事
。
実
際
の
蝕
分
は
〇
・
二
七
ゆ
え
、

「（
十
五
分
の
）
九
分
」（
〇
・
六
）
は
実
視
の
う
え
で
の
文
言
で
は

な
い
。
こ
の
日
は
鶴
岡
八
幡
宮
の
放
生
会
の
定
日
だ
が
、
月
蝕
が
あ

る
の
で
将
軍
実
朝
は
払
暁
に
出
か
け
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
天

変
を
理
由
と
し
て
、
行
事
そ
の
も
の
を
延
期
・
中
止
し
た
り
、
時
程

を
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
一
例
で
あ
る
。

【
4
】
承
久
三
（
一
二
二
一
）・
五
・
一
八
（
②
七
六
六
）

霽
。
寅
剋
、
太
白
星
陵
犯
熒
惑
星
（
二
尺
所
云
々
）。

　

金
星
が
火
星
を
犯
し
た
。
お
う
し
座
を
順
行
中
の
両
惑
星
は
、
こ

の
日
の
夜
明
け
前
、
二
・
三
度
ほ
ど
に
近
付
い
た
。
最
接
近
は
四
日

前
の
未
明
で
、
角
距
離
一
・
五
度
。
厳
密
に
言
え
ば
、
最
接
近
で
も

犯
で
は
な
い
（
犯
は
〇
・
七
度
以
内
）。
し
か
し
、
時
あ
た
か
も
承

久
の
乱
の
真
最
中
。
急
報
に
接
し
た
幕
府
は
、
十
九
日
に
政
子
が
御

家
人
ら
に
檄
を
飛
ば
し
、
二
十
二
日
に
泰
時
・
時
房
ら
を
京
都
に
向

け
て
進
発
さ
せ
る
、
そ
の
飛
檄
の
前
夜
で
あ
る
。
犯
と
す
る
に
当
た

ら
な
い
天
象
を
、
し
か
も
最
接
近
の
日
で
も
な
い
日
付
に
記
載
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
記
事
の
含
蓄
が
あ
ろ
う
。
明
ら
か
に
兵
乱
の

兆
し
と
見
て
お
り
、
貴
族
社
会
と
同
様
に
『
吾
妻
鏡
』
の
世
界
で

も
、
や
は
り
天
変
は
人
事
を
反
映
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
と
言
え
る
。

【
5
】
貞
応
二
（
一
二
二
三
）・
一
一
・
三
〇
（
③
一
三
）

晴
。
子
刻
雷
電
、
風
雨
殊
甚
。
今
日
御
所
造
営
事

4

4

4

4

4

、
猶
被
経
評
議
。

被
召
陰
陽
師
等
被
尋
問
。
国
道
朝
臣
、
知
輔
、
親
職
、
晴
賢
、
泰

貞
、
信
賢
、
晴
茂
、
以
上
七
人
皆
参
。
各
占
申
不
快
之
由
。
就
中
、

近
日
天
変
頻
示
、
歳
星
犯
房
星

4

4

4

4

4

。
本
文
之
所
載
、
五
星
犯
房

4

4

4

4

、
人
進
4

4

失
度
4

4

云
々
。
明
年
御
歳
七
、
令
当
計
都
星
給
。
旁
不
可
有
御
作
事
之

由
、
国
道
朝
臣
申
之
云
々
。
此
事
、
猶
仰
六
波
羅
、
可
被
問
于
京
都

4

4

4

4

4

4

陰
陽
師
等

4

4

4

4

云
⑶々
。

　

将
軍
御
所
の
造
営
に
関
し
て
陰
陽
師
が
召
さ
れ
、
吉
凶
に
つ
い
て

答
申
し
て
い
る
。
実
朝
の
暗
殺
に
よ
っ
て
源
氏
の
将
軍
が
途
絶
え
た

後
、
九
条
兼
実
の
曾
孫
に
当
た
る
頼
経
（
幼
名
三
寅
）
が
京
か
ら
下

向
し
た
。
世
に
い
う
摂
家
将
軍
で
、
こ
の
御
所
は
そ
の
三
寅
の
た
め



― 32 ―

の
も
の
で
あ
る
⑷
。
陰
陽
師
ら
の
言
に
よ
れ
ば
、
木
星
が
房
宿
（
さ

そ
り
座
西
部
）
を
犯
し
た
と
い
う
。
た
し
か
に
こ
の
日
の
早
朝
、
木

星
は
房
宿
上
将
星
（
さ
そ
り
座
ベ
ー
タ
星
）
の
南
三
寸
に
接
近
し
て

犯
と
な
る
。
そ
し
て
、
木
星
に
限
ら
ず
、
五
惑
星
が
房
宿
を
犯
す
と

き
は
「
人
、
進
み
て
は
度
を
失
う
」
と
言
い
、
新
た
に
物
事
を
始
め

る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
、
鎌
倉
の
武
家
社
会
に
お
い

て
も
重
要
事
項
の
決
定
に
際
し
て
天
文
占
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す

好
史
料
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
六
波
羅
探
題
を
通
じ
て
京
都
の
陰
陽
師

に
も
問
う
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
観
測
や
計
算
な
ど
の
技
術

面
で
は
決
し
て
引
け
を
と
ら
な
い
の
だ
が
、
在
鎌
倉
の
陰
陽
師
は
一

ラ
ン
ク
下
が
る
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
⑸
。

【
6
】
貞
応
三
（
一
二
二
四
）・
八
・
一
九
（
③
二
二
）

晴
。
京
都
使
者
参
。
去
十
一
日
、
左
府
（
家
通
。
近
衛
殿
下
〔
家

実
〕
御
嫡
子
）
薨
給
（
年
廿
一
）
之
由
申
之
。
自
今
月
六
日
御
病
気

云
々
。
去
七
日
、
熒
惑
星
犯
歳
星
之
変
者

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
大
臣
慎
也

4

4

4

4

。
旬
内
符
合

之
旨
、
司
天
等
申
之
云
々
。

　

左
大
臣
近
衛
家
通
が
二
十
一
歳
の
若
さ
で
没
し
た
と
の
知
ら
せ
が

京
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
れ
に
付
随
し
て
、
七
日
に
火
星
が
木
星

を
犯
す
変
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
。
距
離
は
二
尺
五
寸
ほ

ど
だ
か
ら
犯
で
は
な
い
が
、
一
応
は
妥
当
な
記
述
と
い
っ
て
よ
い
。

大
臣
の
慎
み
と
さ
れ
る
凶
兆
が
十
日
も
経
た
ぬ
う
ち
（
旬
内
）
に
現

実
と
な
っ
た
わ
け
で
、
驚
き
を
隠
せ
な
い
様
子
で
あ
る
。

【
7
】
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）・
一
〇
・
二
七
（
③
三
五
）

晴
。
国
道
朝
臣
参
武
州
〔
泰
時
〕
御
亭
。
申
云
、
今
暁
、
太4

白
入
4

4

氐4

、
御
慎
文
分
明
歟

4

4

4

4

4

4

。
随
而
日
来
天
変
連
々
出
現
訖
。
御
所
営
作

4

4

4

4

事4

、
可
被
延
引
歟

4

4

4

4

4

云
々
。
仍
被
行
御
占
。
可
有
何
年
御
沙
汰
哉
之
趣

也
。
可
為
今
年
之
由
各
占
申
。
重
宗
今
明
年
共
不
可
然
之
由
申
之
。

晴
賢
申
云
、
造
内
裏
以
下
作
事
、
天
変
不
憚
之
上
、
明
年
若
君
御
年

九
、
不
可
有
御
造
作
之
御
年
也
。
早
今
年
可
被
始
成
風
之
功
云
々
。

…
。

　

安
倍
国
道
が
執
権
泰
時
亭
に
参
上
し
、
金
星
が
氐
宿
（
て
ん
び
ん

座
）
に
入
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
。【
5
】
に
見
た
御
所
造
営
に
つ
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き
、
凶
兆
ゆ
え
延
期
す
べ
し
と
進
言
し
て
い
る
。
そ
こ
で
他
の
陰
陽

師
に
も
占
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
重
宗
だ
け
は
当
年
も
翌
年
も
不
可
と
し

た
の
に
対
し
、
大
勢
は
当
年
を
可
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
晴
賢
に

至
っ
て
は
、
内
裏
の
造
作
で
さ
え
天
変
を
憚
ら
な
い
の
だ
か
ら
（
差

し
支
え
な
い
）
と
い
う
。

　

こ
の
天
象
は
、
金
星
が
て
ん
び
ん
座
の
四
辺
形
に
入
り
、
氐
宿
距

星
⑹
の
ア
ル
フ
ァ
2
星
に
五
・
五
度
ま
で
接
近
し
た
こ
と
を
指
す
。

し
か
し
、
最
接
近
は
七
日
前
で
、
そ
の
と
き
四
・
六
度
、
四
辺
形
に

入
っ
た
の
は
十
五
日
も
前
、
と
い
う
点
が
腑
に
落
ち
な
い
。
国
道
の

進
言
は
タ
イ
ミ
ン
グ
も
必
然
的
で
は
な
く
、
天
変
と
し
て
の
異
常
感

に
も
乏
し
い
。
そ
し
て
他
の
陰
陽
師
は
、
翌
年
の
年
回
り
に
よ
る
禁

忌
を
一
層
重
視
し
て
い
る
。
あ
る
天
象
を
凶
と
す
る
か
否
か
は
多
分

に
陰
陽
師
（
天
文
道
）
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
京
都

で
も
鎌
倉
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
深
読
み
の
謗
り
を
恐
れ
ず
に
言
う

な
ら
ば
、
国
道
や
重
宗
の
背
後
に
は
新
御
所
造
営
を
可
と
せ
ぬ
一
派

の
策
動
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
⑺
。

【
8
】
嘉
禄
二
（
一
二
二
六
）・
正
・
二
五
（
③
四
二
）

晴
。
今
暁
、
歳
星
鎮
星
太
白
三
星
犯
合

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

云
々
。
有
御
慎
文
之
由
、
司

天
申
之
、
及
勘
文
云
々
。

　

木
・
土
・
金
の
三
惑
星
が
未
明
の
東
天
に
集
っ
て
見
え
た
も
の
。

木
と
土
と
の
間
は
一
・
〇
度
、
木
と
金
と
の
間
は
二
・
八
度
で
、
ほ

ぼ
一
直
線
に
並
ぶ
。
と
は
言
え
、
三
者
が
最
も
近
付
く
の
は
三
日
後

の
二
十
八
日
で
、
ま
た
金
は
や
や
離
れ
て
し
ま
う
も
の
の
、
木
土
は

な
お
接
近
を
続
け
、
二
月
七
日
に
は
重
な
っ
て
し
ま
う
、
な
ど
の
こ

と
は
出
て
こ
な
い
。
殊
更
に
こ
の
日
付
に
記
し
た
の
は
、
翌
々
日
に

実
現
す
る
頼
経
へ
の
将
軍
宣
下
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。
や
は
り

天
文
占
の
勘
文
申
告
は
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
計
り
、
内
容
を
按
配
す
る

必
要
が
あ
り
、
真
っ
正
直
で
は
済
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
⑻
。

【
9
】
嘉
禄
三
（
一
二
二
七
）・
正
・
二
八
（
③
四
九
）

霽
。
自
去
十
六
日
、
熒
惑
増
光
芒
気
盛
之
由
、
天
文
道
申
之
云
々
。

　

火
星
が
光
を
増
し
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
火
星
は
日
没
後
の
西
天

に
光
度
一
・
三
等
で
見
え
た
が
、
最
大
光
度
の
マ
イ
ナ
ス
三
等
に
は
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遠
く
及
ば
ず
、
天
文
学
的
に
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
な
指
摘
で
あ
る
。

ま
た
「
芒
気
盛
ん
」
と
は
、
彗
星
の
よ
う
な
光
芒
の
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
火
星
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
い
。
し
か
も
「
去
る
十

六
日
よ
り
」
と
は
、
い
か
に
も
の
ん
び
り
し
て
い
る
。
こ
の
後
、
二

月
八
日
に
鎌
倉
に
火
災
が
あ
り
、
幕
府
付
近
の
民
家
や
泰
時
邸
な
ど

が
罹
災
し
た
。
そ
れ
を
引
き
出
す
作
文
と
も
見
ら
れ
る
⑼
。

【
10
】
寛
喜
四
（
一
二
三
二
）・
正
・
五
（
③
一
一
三
）

未
刻
、
月
犯
太
白
経
天

4

4

4

4

4

4

（
相
去
四
寸
所
）。
去
貞
応
三
年
四
月
七
日

有
此
変
、
同
六
月
十
三
日
右
京
兆
〔
義
時
〕
卒
亡
。
凡
和
漢
共
非
佳

例
。
而
今
依
為
年
始
、
天
文
道
不
出
言
云
々
。

　

月
が
金
星
を
犯
し
、
昼
も
見
え
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
、
金
星
は

太
陽
の
東
、
最
大
離
角
に
近
く
位
置
し
て
お
り
、
月
と
の
距
離
は

〇
・
五
度
。
し
た
が
っ
て
こ
の
記
事
は
適
切
で
あ
る
。
一
方
、
貞
応

三
年
四
月
七
日
に
も
こ
の
変
あ
り
、
と
い
う
の
は
、
月
と
金
星
は
九

〇
度
以
上
離
れ
て
い
た
か
ら
、
太
白
経
天
だ
け
の
こ
と
。
太
陽
か
ら

の
離
角
は
三
三
度
ほ
ど
で
、
実
視
で
き
た
と
考
え
て
よ
い
が
、『
吾

妻
鏡
』
当
日
条
に
は
記
述
が
な
い
。

　

続
く
「
六
月
〜
」
は
、
執
権
義
時
の
死
去
を
指
し
、
金
星
が
昼
見

え
た
と
い
う
天
変
か
ら
要
人
の
死
を
連
想
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
、

貴
重
な
記
述
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
年
始
ゆ
え
申
告
は
し
な
い

と
も
言
う
。
貞
応
三
年
の
凶
例
が
あ
る
の
で
、
言
明
す
る
こ
と
に
よ

り
、
実
際
に
生
起
す
る
の
を
恐
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
11
】
寛
喜
四
（
一
二
三
二
）・
四
・
一
（
③
一
一
五
）

今
日
可
有
日
蝕
4

4

之
旨
、
宿
曜
備
中
法
橋
〔
寛
尊
〕
依
申
之
、
可
被
裹

4

4

4

御
所
否

4

4

4

、
以
周
防
前
司
〔
藤
原
〕
親
実
被
問
暦
道
。
各
不
可
有
蝕
之

由
申
之
。

　

宿
曜
師
寛
尊
が
日
蝕
の
あ
る
こ
と
を
申
告
し
た
。
そ
こ
で
、
将
軍

御
所
を
裹
む
べ
き
か
否
か
を
暦
道
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
日
蝕

は
起
こ
ら
な
い
と
の
答
え
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
蝕
は
観
望

さ
れ
な
い
。
当
時
し
ば
し
ば
、
暦
道
と
他
の
諸
道
と
の
間
で
日
蝕
予

報
の
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

日
蝕
に
際
し
て
、
朝
廷
で
は
天
皇
御
所
を
裹
む
（
御
殿
の
周
囲
に
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筵
を
垂
ら
す
）
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
鎌
倉
で
は
将
軍
御
所
を
そ
れ
に

擬
え
、
同
じ
よ
う
に
日
蝕
の
影
響
を
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か

る
。
た
だ
し
当
時
の
将
軍
は
頼
経
で
、
源
氏
三
代
の
と
き
に
は
そ
の

よ
う
な
記
事
が
見
え
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
公
家
出
身
の
頼
経
絡

み
で
東
国
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
⑽
。

【
12
】
貞
永
元
（
一
二
三
二
）・
七
・
八
（
③
一
一
六
）

天
晴
。
今
暁
寅
剋
、
太
白
犯
東
井

4

4

4

4

4

。
是
安
徳
天
皇
没
西
海
給
宝
釼
紛

失
時
変
也
。
天
子
浮
船
失
珍
宝
文
之
由
、
天
文
道
申
之
云
々
。

　

金
星
が
東
井
（
井
宿
。
ふ
た
ご
座
）
を
犯
し
た
。
具
体
的
な
星
名

は
不
明
だ
が
、
金
星
が
井
宿
に
い
る
こ
と
は
正
し
い
。
安
徳
以
下
の

文
言
は
、
九
条
兼
実
の
『
玉
葉
』
元
暦
元
（
一
一
八
四
）
年
六
月
二

十
四
日
条
に
見
え
る
安
倍
広
元
の
密
奏
案
の
記
述
と
一
致
す
る
⑾
。

今
回
も
天
文
道
の
人
々
は
、
天
皇
の
交
替
を
予
感
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
現
に
こ
の
あ
と
十
月
四
日
、
後
堀
河
天
皇
は
四
条
天
皇

に
譲
位
し
て
院
政
を
布
い
た
⑿
。
こ
の
記
事
は
、『
吾
妻
鏡
』
編
者

が
（
た
と
え
後
知
恵
で
あ
る
に
せ
よ
）
金
星
の
変
と
皇
位
継
承
と
を

関
連
付
け
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

【
13
】
嘉
禎
三
（
一
二
三
七
）・
一
二
・
一
〇
（
③
二
〇
二
）

為
日
月
蝕
及
天
変
重
畳
御
祈

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
於
御
所
、
可
被
行
属
星
御
祭
。
将
軍

家
依
可
有
出
御
于
祭
庭
、
今
日
晴
賢
為
奉
仕
之
参
籠
。
任
右
大
将
家

〔
頼
朝
〕・
右
府
将
軍
〔
実
朝
〕
等
御
時
之
例
、
重
軽
服
人
不
可
参
入

之
由
、
被
仰
云
々
。

　

日
月
蝕
や
天
変
が
度
重
な
る
の
で
、
将
軍
頼
経
の
属
星
祭
を
行
う

と
い
う
。
こ
の
年
、
鎌
倉
で
は
三
月
二
十
六
日
、
十
月
四
日
の
両

度
、
天
変
御
祈
が
行
わ
れ
、
十
一
月
十
六
日
に
は
土
星
が
月
を
犯
す

こ
と
が
あ
っ
た
と
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
。
三
月
・
十
月
の
天
変
が

何
で
あ
っ
た
か
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、
十
一
月
の
記
事
は
一
応

理
解
で
き
る
⒀
。
ま
た
月
蝕
は
、
六
月
望
に
あ
っ
た
が
正
現
し
な

か
っ
た
（
好
天
な
ら
皆
既
が
見
ら
れ
る
）。
十
二
月
望
に
も
予
報
さ

れ
て
い
る
（
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
）
が
、
年
二
回
の
予
報
は
ふ
つ

う
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
日
月
の
色
が
赤
黄
に
変
じ
て
頼
経

が
い
た
く
怖
れ
た
記
事
が
四
月
に
見
え
る
も
の
の
、
陰
陽
師
ら
は
靄
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霞
の
類
で
天
変
で
は
な
い
と
答
え
て
い
る
。
要
す
る
に
、
さ
ま
で
大

仰
な
事
態
と
は
思
え
な
い
。
頼
経
も
二
十
歳
に
な
っ
て
お
り
、
そ
う

一
々
幼
ら
し
く
恐
れ
る
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。
傀
儡
と
し
て
操
る
北

条
氏
の
、
一
種
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
か
と
思
わ
れ
る
⒁
。

【
14
】
寛
元
二
（
一
二
四
四
）・
正
・
四
（
③
三
一
〇
）

及
子
刻
、
将
軍
家
内
々
以
御
使
、
被
仰
大
納
言
法
印
隆
弁
云
、
今
年
4

4

御
本
命
宿
月
曜
也

4

4

4

4

4

4

4

。
而
来
十
六
日
月
蝕

4

4

4

4

4

4

4

、
殊
可
有
御
慎
之
由
、
天

文
・
宿
曜
両
道
所
勘
申
也
。
今
度
不
正
現
之
様
、
可
祈
請
者
。
隆
弁

一
旦
雖
申
子
細
、
重
被
仰
之
間
、
領
状
云
々
。

【
15
】
寛
元
二
（
一
二
四
四
）・
正
・
一
六
（
③
三
一
一
）

天
晴
。
自
朝
至
戌
刻
、
更
無
一
雲
。
臨
月
蝕
4

4

之
期
、
自
未
申
方
片
雲

漸
聳
。
忽
覆
普
天
、
細
雨
頻
降
。
復
末
以
後
、
朗
月
早
現
。
丑
刻
、

将
軍
家
以
御
自
筆
御
賀
札
、
被
遣
御
馬
（
号
直
山
。
名
馬
也
。
置

鞍
）
御
剱
（
皆
白
）
等
於
隆
弁
之
壇
所
。
…
。

　

こ
れ
は
皆
既
月
蝕
で
、
一
七
時
半
頃
、
皆
既
の
状
態
で
月
出
帯
蝕

と
な
り
、
二
一
時
前
に
終
わ
る
。
将
軍
頼
経
は
、
当
年
の
本
命
宿
が

月
曜
で
あ
る
の
に
、
正
月
早
々
、
月
蝕
が
起
こ
る
こ
と
を
案
じ
て
、

深
夜
に
内
々
の
使
者
を
以
っ
て
隆
弁
に
御
祈
を
仰
せ
た
。【
15
】
に

よ
れ
ば
、
当
日
は
朝
か
ら
晴
天
で
あ
っ
た
が
、
月
蝕
の
刻
限
に
な
っ

て
雲
が
出
て
雨
と
な
り
、
復
円
の
後
、
速
や
か
に
あ
が
っ
て
煌
々
た

る
月
を
見
た
と
い
う
。
当
然
、
頼
経
は
い
た
く
喜
び
、
後
段
に
見
る

如
く
篤
く
賞
し
た
。
ち
な
み
に
京
都
で
は
見
事
に
正
現
し
た
た
め
、

「（
御
祈
の
）
法
験
無
き
こ
と
如
何
」
と
難
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　

い
か
に
も
出
来
す
ぎ
た
記
事
だ
が
、
天
候
は
検
証
不
能
だ
か
ら
、

そ
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
受
け
取
る
し
か
な
い
。
た
だ
し
、「
戌4

刻4

に
至
る
ま
で
更
に
一
雲
無
し
」
と
あ
る
文
言
ど
お
り
な
ら
ば
、
す
で

に
皆
既
と
な
っ
て
昇
る
月
が
見
え
た
は
ず
で
あ
る（
月
出
は
酉
刻
）。

一
方
、
隆
弁
は
祈
禱
の
仰
せ
を
一
旦
は
断
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
彼

は
月
蝕
の
起
こ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
記
事

は
、
月
蝕
の
間
だ
け
雲
が
出
た
と
い
う
奇
跡
的
な
法
験
な
れ
ば
こ
そ

特
記
し
た
も
の
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
稀
有
で
あ
っ
た

実
態
を
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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な
お
、
御
祈
の
依
頼
の
仕
方
が
何
や
ら
尋
常
で
な
い
も
の
を
感
じ

さ
せ
る
。
元
は
北
条
氏
に
よ
っ
て
擁
立
さ
れ
た
頼
経
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
頃
に
は
反
得
宗
⒂
勢
力
の
中
心
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

そ
う
し
た
事
情
が
背
後
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
前
年
十
二

月
晦
日
に
白
虹
が
日
を
貫
く
⒃
と
い
う
天
変
が
あ
り
、
そ
れ
な
ど
も

思
い
併
せ
て
、
一
層
畏
れ
慎
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

【
16
】
寛
元
三
（
一
二
四
五
）・
一
二
・
二
四
（
③
三
五
五
）

天
晴
。
明
年
正
朔
日
蝕

4

4

4

4

事
、
有
其
沙
汰
。
今
日
、
被
始
行
御
祈
4

4

等
。

但
馬
前
司
〔
藤
原
定
員
〕
奉
行
之
。

　

入
道
大
納
言
〔
頼
経
〕
家
御
祈

　
　

一
字
金
輪
護
摩
（
卿
僧
正
快
雅
）

　
　

薬
師
護
摩
（
帥
僧
正
〔
定
基
〕）

　
　

日
曜
祭
（
晴
賢
）

　

将
軍
家
〔
頼
嗣
〕
御
祈

　
　

北
斗
護
摩
（
鶴
岡
別
当
法
務
定
親
）

　
　

日
曜
（
前
縫
殿
頭
文
元
）

　

若
君
御
前
〔
乙
若
〕
御
祈

　
　

月
曜
供
（
助
法
印
珍
誉
）

　
　

羅

星
祭
（
広
資
）

【
17
】
寛
元
四
（
一
二
四
六
）・
正
・
一
（
③
三
五
七
）

天
晴
。
垸
飯
、
武
州
〔
執
権
経
時
〕
御
沙
汰
也
。
入
夜
被
行
之
。
今

日
、
申
酉
間
可
有
蝕
之
由
、
諸
道
雖
勘
申
之
、
窮
冬
有
其
沙
汰
、
任

右
大
将
家
〔
頼
朝
〕
建
久
九
年
正
朔
日
蝕
時
之
例
、
不
被
裹
御
所

4

4

4

4

4

。

随
而
又
蝕
不
正
現

4

4

4

4

4

4

4

。
若
他
州
事
歟
云
々
。

　
【
16
】
で
は
、
翌
年
元
日
に
日
蝕
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
御
祈
を

始
め
た
。
す
で
に
将
軍
職
は
摂
家
二
代
目
の
頼
嗣
に
移
っ
て
お
り
、

僧
侶
四
名
、
陰
陽
師
三
名
が
招
請
さ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
勤
修
し
て

い
る
。
日
蝕
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
畏
怖
に
囚
わ
れ
て
は
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
日
蝕
御
祈
の
実
例
と
し
て
掲
げ
た
。

　
【
17
】
は
日
蝕
当
日
の
記
事
で
、
垸
飯
⒄
を
夜
間
に
行
っ
た
の
は
、

日
蝕
を
避
け
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
蝕
は
蝕
分
も
小
さ

く
、
か
つ
日
入
帯
蝕
と
な
る
の
で
、
見
ら
れ
な
い
可
能
性
が
高
い
。
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事
実
、
本
文
に
「
正
現
せ
ず
」
と
あ
り
、
ま
た
京
都
で
も
見
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
、
諸
書
に
記
載
が
あ
る
。『
勘
仲
記
』
に
引
く
「
虧
初

未4

六
刻
（
一
四
時
二
六
分
）、
復
末
申4

五
刻
（
一
六
時
一
二
分
）」
が

宣
明
暦
に
よ
る
計
算
値
で
あ
ろ
う
が
、
諸
道
と
も
申
酉
間

4

4

4

（
一
五
時

〜
一
九
時
）
と
勘
申
し
た
の
は
少
々
疑
問
が
残
る
。

　

注
意
す
べ
き
点
は
、
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
元
日
の
前
例
に
従

い
、
将
軍
御
所
を
裹
ま
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
七
時

三
七
分
に
蝕
甚
、
蝕
分
は
〇
・
九
だ
か
ら
、
十
分
に
見
ら
れ
る
。
や

は
り
元
朝
の
日
蝕
は
一
大
事
で
、
京
都
で
は
多
く
の
記
録
に
正
現
の

記
事
が
見
え
る
。
鎌
倉
で
正
現
し
な
か
っ
た
の
は
天
候
の
せ
い
だ

が
、『
吾
妻
鏡
』
に
は
同
年
の
記
事
が
な
く
、
明
ら
か
で
な
い
。
と

も
あ
れ
、
日
蝕
に
際
し
て
将
軍
御
所
を
裹
む
必
要
は
な
い
と
す
る
意

識
が
示
さ
れ
て
い
る
記
事
と
評
価
で
き
よ
う
。「
随
而
又
蝕
不
正

現
」
の
文
言
か
ら
、
裹
ま
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
（
あ
る
い
は
、
裹
ま

な
く
と
も
）、
正
現
し
な
か
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ

ら
れ
る
。
武
家
社
会
に
お
け
る
日
蝕
観
を
示
す
好
例
で
あ
る
。

【
18
】
寛
元
四
（
一
二
四
六
）・
三
・
二
四
（
③
三
五
九
）

天
晴
。
…
。
今
夜
戌
刻
、
大
白
犯
熒
惑
星
云
々
。

　

金
星
が
火
星
を
犯
し
た
記
事
だ
が
、
こ
の
と
き
の
両
者
の
距
離
は

三
尺
余
な
の
で
全
く
犯
で
は
な
い
。
六
日
後
に
は
一
尺
ま
で
近
付
く

か
ら
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
鎌
倉
で
も
天
文
道

の
人
々
の
位
置
計
算
は
驚
く
べ
く
精
密
な
の
だ
か
ら
、
さ
れ
ば
こ
そ

一
層
、
な
ぜ
こ
の
日
に
記
し
た
か
？
と
疑
わ
れ
る
。
二
十
一
日
に
執

権
経
時
が
病
に
倒
れ
、
こ
の
記
事
の
前
日
二
十
三
日
、
弟
時
頼
に
執

権
職
を
譲
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
背
景
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
⒅
。

【
19
】
建
長
三
（
一
二
五
一
）・
閏
九
・
一
六
（
④
四
八
八
）

天
晴
。
戌
剋
、
天
変
出
現
。
火
曜
芒
悉
見
、
人
怪
之
。

　
「
火
曜
芒
」
は
火
星
の
光
芒
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き
の
火

星
の
光
度
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
等
程
度
と
推
算
さ
れ
、
最
大
光
度
マ

イ
ナ
ス
三
・
〇
等
に
は
及
ば
な
い
。
怪
し
み
見
る
ほ
ど
の
現
象
で

あ
っ
た
か
、
や
や
疑
問
で
あ
る
。
次
の
【
20
】
同
様
、
藤
原
頼
嗣
か

ら
宗
尊
親
王
へ
の
将
軍
交
替
劇
に
絡
む
一
連
の
事
件
の
伏
線
と
し
て
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記
述
さ
れ
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

【
20
】
建
長
三
（
一
二
五
一
）・
一
〇
・
二
〇
（
④
四
九
一
）

…
。
今
夜
、
太
白
驚
輿
鬼
。
占
文
云
、
大
将
軍
廃

4

4

4

4

云
々
。

　

金
星
が
輿
鬼
（
か
に
座
）
を
驚
か
せ
た
と
い
う
が
、
こ
の
と
き
金

星
は
房
宿
（
さ
そ
り
座
）
に
あ
っ
て
、
全
く
合
わ
な
い
。
火
星
が
輿

鬼
を
逆
行
中
な
の
で
、
そ
の
誤
り
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
も
の
の
、

そ
れ
よ
り
は
、
将
軍
の
交
替
と
関
連
付
け
た
作
文
と
考
え
る
。

　

こ
の
年
十
二
月
二
十
七
日
、
僧
了
行
・
矢
作
近
親
ら
が
謀
叛
の
疑

い
で
断
罪
さ
れ
た
。
こ
れ
は
北
条
氏
得
宗
政
治
に
対
す
る
敵
対
行
為

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、
二
十
六
日
に
追
捕
、
翌
日
す
ぐ
に
死
罪
・

配
流
と
い
う
、
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
処
断
で
あ
っ
た
。
翌
年
二
月
二
十

日
、
執
権
時
頼
と
連
署
⒆
重
時
は
、
後
嵯
峨
上
皇
の
皇
子
を
将
軍
に

迎
え
た
い
旨
の
使
者
を
上
京
さ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
全
く
隠
密
裡
に

行
わ
れ
、
書
状
は
時
頼
の
自
筆
で
あ
っ
た
と
か
、
二
人
の
ほ
か
に
誰

も
知
ら
な
か
っ
た
な
ど
と
、『
吾
妻
鏡
』
に
さ
え
、
い
か
に
も
策
謀

で
あ
っ
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
煽
り
を
受
け
て
将
軍
頼
嗣

は
、
要
す
る
に
北
条
氏
に
よ
っ
て
廃
さ
れ
、
宗
尊
親
王
が
迎
え
ら
れ

る
。
こ
の
記
事
は
、
将
軍
の
交
替
が
数
か
月
も
前
に
天
文
に
表
れ
て

予
見
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
語
り
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
天
意
に
基
づ
く

「
自
然
な
交
替
」
で
あ
る
こ
と
を
、
人
々
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。【
19
】【
21
】
と
同
様
に
、
実
際
の
天
象

と
の
関
連
が
疑
問
視
さ
れ
る
記
事
に
こ
そ
、
天
変
と
人
事
を
連
動
さ

せ
て
捉
え
、
し
か
も
そ
れ
を
政
治
的
に
利
用
せ
ん
と
す
る
人
々
の
意

図
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

【
21
】
建
長
四
（
一
二
五
二
）・
四
・
七
（
④
五
一
二
）

天
晴
。
陰
陽
道
奉
勘
文
。
近
日
、
歳
星
増
光
色

4

4

4

4

4

、
々
潤
沢
明
也

4

4

4

4

4

。
依

為
吉4

瑞4

勘
申
云
々
。
和
泉
前
司
〔
二
階
堂
〕
行
方
持
参
御
所
、
備
上

覧
云
々
。

　

近
日
、
木
星
が
増
光
す
る
と
の
勘
文
を
捧
げ
た
と
い
う
が
、
実
際

に
は
普
段
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
は
ず
と
推
算
さ
れ
る
。
し
か
も
観
望

で
き
る
の
は
暁
で
、
ほ
ど
な
く
日
出
を
迎
え
る
。
つ
ま
り
、
大
し
て

目
立
た
な
い
。
こ
れ
よ
り
先
、
一
日
に
宗
尊
親
王
が
鎌
倉
に
着
き
、
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入
れ
替
わ
り
に
三
日
、
前
将
軍
頼
嗣
が
鎌
倉
を
発
っ
た
。
吉
瑞
と
の

勘
申
は
新
将
軍
に
対
す
る
慶
祝
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
勘
文
を
上

覧
に
供
し
て
、
時
頼
ら
は
さ
ぞ
得
意
だ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【
22
】
文
永
二
（
一
二
六
五
）・
正
・
一
（
④
八
五
三
）

日
蝕
也
。
然
而
自
去
夜
雨
降
、
蝕
不
見
。
仍
不
及
裹
御
所
、
被
行
垸

飯
（
左
典
厩
〔
北
条
時
宗
〕
御
沙
汰
）。
但
垂
御
簾
、
無
出
御
。

　

こ
れ
も
元
日
の
日
蝕
に
関
す
る
記
事
で
、
正
現
し
た
な
ら
ば
、
八

時
過
ぎ
か
ら
一
一
時
頃
ま
で
、
九
時
三
〇
分
頃
を
蝕
甚
と
し
て
観
望

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
蝕
分
は
〇
・
七
ほ
ど
。
太
陽
の
欠
け
て
い
る

側
の
近
傍
に
金
星
が
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
見
え
れ
ば
、
同
時
に

「
太
白
昼
見
」
な
ど
の
文
言
も
記
述
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

る
に
雨
天
の
た
め
正
現
し
な
か
っ
た
。
他
の
諸
書
に
も
記
事
が
見

え
、
京
都
で
は
東
寺
長
者
隆
澄
に
よ
る
御
祈
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
の
記
事
か
ら
は
、

　
　

•　

 

将
軍
御
所
を
裹
む
予
定
で
あ
っ
た
が
、
雨
天
の
た
め
正
現

し
そ
う
に
な
い
の
で
、
裹
ま
な
か
っ
た
。

　
　

•　

 

垸
飯
は
通
例
ど
お
り
行
わ
れ
た
が
、
将
軍
は
御
簾
を
垂
れ

た
ま
ま
で
出
御
し
な
か
っ
た
。

と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
⒇
。

　

時
の
将
軍
は
宗
尊
親
王
で
あ
る
。
前
将
軍
頼
嗣
の
と
き
に
は
頼
朝

の
先
例
に
従
っ
て
御
所
を
裹
ま
ず
【
17
】、
今
回
は
裹
む
よ
う
予
定

し
た
の
は
、
親
王
の
出
自
に
配
慮
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
親

王
は
将
軍
職
就
任
以
来
、
例
年
の
垸
飯
で
は
御
簾
を
上
げ
て
い
る
か

ら
、
こ
の
た
び
御
簾
を
垂
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
の
は
、
日
蝕
に
対
す

る
慎
み
と
見
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
御
所
を
裹
ま
ぬ
代
わ
り
に
将
軍

自
身
だ
け
を
隠
し
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

【
23
】
文
永
三
（
一
二
六
六
）・
七
・
三
（
④
八
七
一
）

天
晴
。
暁
、
木
犯
五
諸
侯
第
三
星

4

4

4

4

4

4

4

4

。
自
今
暁
、
民
間
不
安
、
或
破
壊

家
屋
、
或
運
隠
資
財
。
是
皆
怖
戦
場
之
故
歟
。
巳
一
点
、
甲
冑
軍
士

揚
旗
、
自
東
西
馳
集
、
窺
参
相
州
〔
北
条
時
宗
〕
門
外
。
…
。

　

木
星
が
五
諸
侯
第
三
星
（
ふ
た
ご
座
イ
オ
タ
星
）
を
犯
し
た
と
い

う
が
、
実
際
は
六
尺
も
離
れ
て
お
り
、
全
く
犯
で
は
な
い
。
や
は
り
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続
く
民
心
動
揺
、
騒
乱
の
兆
し
と
い
う
記
述
を
引
き
出
す
前
置
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
と
見
た
い
。
翌
四
日
、
得
宗
の
時
宗
と
補
佐
役
の

執
権
政
村
は
、
時
頼
が
苦
心
の
末
に
迎
立
し
た
将
軍
宗
尊
親
王
を
廃

し
た
。
こ
の
う
え
何
を
か
謂
わ
ん
や
と
い
う
記
事
で
は
な
い
か
。

む
す
び
に

　

以
上
の
検
討
か
ら
窺
わ
れ
る
こ
と
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　
　

•　

 

基
本
的
に
は
、
天
変
を
畏
れ
慎
む
意
識
が
見
ら
れ
る
…

【
3
】【
5
】【
7
】【
8
】【
11
】【
13
】【
14
】【
17
】

【
22
】。

　
　

•　

 

対
策
は
、
積
極
的
に
は
八
幡
供
僧
や
陰
陽
師
に
よ
る
御

祈
、
消
極
的
に
は
当
人
の
謹
慎
で
あ
る
…
【
8
】【
13
】

〜
【
16
】。

　
　

•　

 

一
方
で
、
天
変
を
社
交
の
口
実
と
す
る
事
例
が
あ
る
…

【
1
】【
2
】。

　
　

•　

 

兵
乱
や
要
人
の
危
急
・
死
去
な
ど
の
変
事
と
結
び
付
け
て

理
解
す
る
こ
と
が
多
い
…
【
4
】【
6
】【
8
】【
10
】

【
12
】【
18
】
〜
【
20
】【
23
】。

　
　

•　

 

稀
に
は
吉
瑞
と
評
価
す
る
場
合
も
あ
る
…
【
21
】。

　
　

•　

 

天
変
の
評
価
や
勘
申
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
、
陰
陽
師
お
よ
び

為
政
者
ら
の
作
意
も
し
く
は
企
図
が
看
取
さ
れ
る
…

【
4
】【
7
】
〜
【
10
】【
18
】
〜
【
21
】【
23
】。

　

要
す
る
に
、
鎌
倉
武
士
た
ち
は
天
変
を
畏
れ
て
お
り
、
し
ば
し
ば

国
家
や
要
人
の
凶
変
の
予
兆
と
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ど

の
天
象
を
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
で
、
天
変
と
し
て
勘
申
す
る

か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
陰
陽
師
の
胸
三
寸
で
あ
る
。
そ
し
て
、
絡
み

合
う
人
間
関
係
を
如
実
に
反
映
し
て
お
り
、
中
に
は
ご
機
嫌
取
り
と

し
か
思
え
な
い
も
の
や
、
あ
る
い
は
、
無
理
を
通
す
た
め
の
拠
り
所

と
し
て
作
意
的
に
利
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例
も
あ
る
。
そ
う

い
う
意
味
で
、
天
変
は
実
に
人
事
と
連
動
し
て
い
る
し
、
陰
陽
師
が

政
事
に
果
た
す
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
。
こ
の
点
、
む
し
ろ

貴
族
社
会
以
上
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
そ
こ
に
幕
府
の
、
未
成
熟

な
政
体
と
し
て
の
姿
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
さ
さ
か

過
言
の
気
も
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
指
摘
し
て
稿
を
閉
じ
る
。



― 42 ―

注⑴　

 
瑣
末
な
こ
だ
わ
り
だ
が
、
筆
者
は
「
蝕
↓
食
」
の
書
き
換
え
を
好
ま
し

く
な
い
と
思
う
の
で
、
蝕
字
を
用
い
て
記
す
。
そ
の
意
を
諒
と
さ
れ
た

い
。

　
　

な
お
、
旧
稿
は
以
下
の
と
お
り
。

　
　

•　

 『
暦
と
天
文
の
古
代
中
世
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）　

そ
の
第
Ⅲ
部
第
三
章
（
惑
星
の
変
）・
第
四
章
（
日
蝕
）

　
　

•　

 「
中
世
び
と
の
月
蝕
観
」（『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
』
人
間
学
部

篇　

第
一
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
））

⑵　

 

念
の
た
め
に
記
す
。
実
朝
は
当
時
十
三
歳
。
祖
父
で
あ
り
執
権
で
あ
る

時
政
の
保
護
の
下
、
将
軍
に
擁
立
さ
れ
た
。
義
時
は
次
代
を
担
う
べ
き

北
条
の
御
曹
司
で
、
二
階
堂
行
光
は
政
子
の
側
近
と
し
て
実
朝
を
支
え

て
い
る
。
喜
撰
法
師
の
詠
歌
云
々
は
、
例
の
「
わ
が
い
ほ
は　

み
や
こ

の
た
つ
み
…
」
と
い
う
、
あ
ま
り
に
も
有
名
な
一
首
で
あ
る
。「
殊
に

御
感
」
と
い
う
ほ
ど
の
機
智
で
も
な
か
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
ヨ
イ
シ
ョ
の

言
で
、
微
笑
ま
し
く
も
小
憎
ら
し
い
。

⑶　

 

国
道
以
下
、
こ
こ
に
登
場
す
る
陰
陽
師
は
、
い
ず
れ
も
安
倍
氏
。
赤
澤

春
彦
『
鎌
倉
期
官
人
陰
陽
師
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

⑷　

 

こ
れ
が
宇
津4

宮
辻
子
幕
府
（
宇
都4

宮
と
も
。
小
町
二
丁
目
）。
執
権
泰

時
と
連
署
時
房
の
主
導
に
よ
り
、
源
氏
三
代
の
大
倉
幕
府
（
雪
ノ
下
三

丁
目
）
か
ら
移
転
し
た
。
一
方
、
頼
経
は
建
保
六
（
一
二
一
八
）
年
正

月
の
生
ま
れ
で
、
わ
ず
か
二
歳
に
し
て
下
向
、
こ
の
記
事
当
時
、
六
歳

で
あ
る
。
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
十
二
月
、
三
寅
は
新
御
所
に
移

り
、
翌
正
月
に
将
軍
宣
下
が
あ
っ
て
四
代
将
軍
と
な
っ
た
。

⑸　

 「
明
年
御
歳
七
、
令
当
計
都
星
給
」
と
は
、
七
歳
に
な
る
と
、
年
回
り

が
計
都
星
に
当
た
る
こ
と
を
い
い
、
作
事
（
土
木
・
建
築
）
を
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
。
計
都
は
月
の
昇
交
点
（
白
道
と
黄
道
の
交
点
の
一

方
）
を
意
味
す
る
仮
想
天
体
で
、
羅

（
ラ
ゴ
ウ
。
月
の
降
交
点
）
と

と
も
に
暗
星
と
し
て
不
吉
視
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
実
体
の
あ
る
天
体
で

は
な
い
か
ら
観
測
も
さ
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
天
文
占
に
用
い
ら
れ
る
。

⑹　

距
星
と
は
、
二
十
八
宿
そ
れ
ぞ
れ
の
西
端
に
あ
る
基
準
星
の
こ
と
。

⑺　

 

最
初
は
貞
応
二
（
一
二
二
三
）
年
十
一
月
二
十
九
・
三
十
日
に
、
明

年
、
御
所
を
新
造
す
べ
き
こ
と
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
移
転

の
沙
汰
が
あ
っ
た
の
は
二
年
後
の
嘉
禄
元
年
十
月
三
日
で
、
十
一
月
に

な
っ
て
も
な
お
、
方
角
に
関
す
る
陰
陽
師
ら
の
意
見
が
一
致
し
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
も
十
二
月
五
日
に
上
棟
、
同
二
十
日
に
移
転
し
た
と
い
う

の
は
、
か
な
り
の
強
行
突
破
で
あ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
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「
陰
陽
師
の
暴
力―

鎌
倉
幕
府
の
移
転
を
例
と
し
て―

」（
服
藤
早
苗
・

赤
阪
俊
一
編
『
文
化
と
し
て
の
暴
力
』（
森
話
社
、
二
〇
〇
六
年
））
を

参
照
さ
れ
た
い
。

⑻　

 

将
軍
宣
下
を
控
え
て
、
瑞
兆
と
勘
申
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
一
件
で
あ

る
。
し
か
し
元
々
、
北
条
氏
は
皇
族
将
軍
の
下
向
を
希
望
し
て
お
り
、

摂
家
将
軍
は
次
善
の
策
に
過
ぎ
な
い
。
北
条
氏
と
し
て
も
手
放
し
で
慶

ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
策
謀
を
不
快
と
す
る
勢

力
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
の
「
御
慎
」
で
あ
ろ

う
。

⑼　

 

火
星
は
兵
乱
や
火
災
の
前
兆
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
と
く
に
増
光
し

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
文
道
が
そ
う
申
告
し
た
な
ら
ば
、
き

わ
め
て
作
意
的
で
、「
為
に
す
る
と
こ
ろ
あ
る
」
を
感
じ
さ
せ
る
。
反

得
宗
勢
力
に
よ
る
放
火
も
疑
わ
れ
よ
う
。

⑽　

 

頼
朝
の
代
、
建
久
九
（
一
一
九
八
）
年
元
日
の
日
蝕
に
際
し
て
は
、
将

軍
御
所
を
裹
ま
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
後
出
【
17
】
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。

⑾　

 

安
徳
帝
の
入
水
は
元
暦
二
（
一
一
八
五
）
年
三
月
二
十
四
日
で
、
広
元

の
密
奏
は
正
に
予
言
が
的
中
し
た
形
で
あ
る
。「
天
子
浮
船
失
珍
宝
」

と
い
う
予
言
に
は
、
い
さ
さ
か
恐
ろ
し
い
も
の
を
感
ず
る
。

⑿　

 

四
条
は
前
年
に
誕
生
し
た
ば
か
り
。
こ
の
譲
位
は
四
条
母
の
中
宮

子

が
九
条
道
家
の
娘
で
、
道
家
の
要
請
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
道
家
は
ま

た
将
軍
頼
経
の
父
で
も
あ
り
、
そ
の
隠
然
た
る
勢
力
伸
張
の
動
き
は
幕

府
を
大
い
に
警
戒
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

⒀　

 

三
月
の
天
変
は
、
同
九
日
に
大
雨
洪
水
の
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
る
か
も

し
れ
な
い
。
十
月
の
ほ
う
は
、
九
月
二
十
九
日
朝
に
流
星
と
見
ら
れ
る

光
物
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
よ
う
。
十
一
月
十
六
日
の
記
事
は
、

こ
の
日
の
夕
刻
、
東
北
東
の
空
で
見
ら
れ
た
月
と
土
星
と
の
黄
経
合
。

「
一
応
」
と
記
し
た
の
は
「
子
刻
」
と
あ
る
た
め
で
、
そ
の
時
刻
に
は

両
者
の
角
距
離
は
十
一
度
以
上
も
離
れ
て
お
り
、
到
底
「
犯
」
と
は
い

え
な
い
。

⒁　

 

属
星
祭
は
、
北
斗
七
星
の
う
ち
の
一
つ
（
生
年
の
干
支
に
よ
っ
て
定
ま

る
）
を
祀
っ
て
延
命
長
生
を
祈
る
陰
陽
道
祭
祀
。「
重
軽
服
人
」
は
、

関
係
の
親
疎
を
問
わ
ず
服
喪
中
の
人
の
意
で
、
属
星
祭
に
死
穢
を
避
け

た
も
の
で
あ
る
。

⒂　
 

得
宗
は
、
北
条
氏
の
家
督
（
嫡
流
の
当
主
）
を
指
す
こ
と
ば
。
執
権
在

任
者
と
は
一
致
し
な
い
場
合
も
あ
る
。

⒃　

 

白
虹
は
日
が
さ
の
別
名
と
い
わ
れ
る
が
、
む
し
ろ
幻
日
環
（
げ
ん
じ
つ

か
ん
）
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
雲
の
中
の
氷
の
結
晶
に
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太
陽
光
が
反
射
し
て
、
光
の
弧
が
太
陽
を
貫
く
よ
う
に
見
え
る
現
象
。

兵
乱
や
天
子
暗
殺
の
凶
兆
と
さ
れ
た
。

⒄　

 

垸
飯
（
オ
ウ
バ
ン
）
と
は
、
食
膳
を
設
け
て
饗
応
す
る
こ
と
で
、
公
家

社
会
で
も
行
わ
れ
た
が
、
武
家
社
会
に
お
い
て
一
層
、
重
要
な
儀
礼
と

な
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
で
は
重
臣
が
将
軍
に
垸
飯
を
献
ず
る
。
君
臣
が
食

事
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
従
関
係
を
緊
密
化
す
る
意
味
が
あ
る

と
さ
れ
る
。

⒅　

 

天
変
の
内
容
は
【
4
】
と
同
じ
だ
が
、
状
況
は
全
く
異
な
る
。
共
通
項

と
し
て
は
、
執
権
の
危
急
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
じ
天
変
で
も
、

そ
の
都
度
ど
う
解
釈
す
る
か
は
、
や
は
り
陰
陽
師
の
胸
の
内
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

⒆　

 

鎌
倉
幕
府
の
職
名
で
、
執
権
を
補
佐
す
る
。
幕
府
の
発
給
す
る
文
書
に

執
権
と
連
名
で
署
名
す
る
の
で
、
こ
の
名
が
あ
る
。

⒇　

 

こ
の
と
き
時
宗
は
連
署
で
、
執
権
は
政
村
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
家
督
を

継
ぐ
時
宗
が
年
少
（
十
五
歳
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
暫
定
措
置
。
政
村

（
義
時
の
子
）
は
時
宗
（
時
頼
の
嫡
子
）
か
ら
見
て
、
曾
祖
父
泰
時
の

異
母
弟
と
い
う
関
係
に
な
る
。
政
村
は
翌
二
日
に
垸
飯
を
献
じ
て
お

り
、
得
宗
時
宗
の
地
位
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
（
上
位
者
か
ら
順
に
献
ず

る
）。




